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緑地協定とは
＜緑豊かな美しい街づくりは自らの手で＞

市民のみなさんが、緑化や緑地の保全に関して、お互いの合意

により、地域ぐるみで緑豊かな街づくりをすすめるための制度で、

※｢都市緑地法」の中で、定められています。

緑地協定では、植える樹木の種類や場所、協定の期間などの約

束をみなさんで決めます。

みなさんで、緑地協定を結び、守っていくことで、 自分たちの

住む街を緑豊かな住みよい街にすることができます。
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・統一のとれた個性ある街並み景観の形成が図れます。

・自分たちで管理方針を定めることで、良好な街並みの保全が図

れます。

・緑に対して共通の認識を持つことで、地域の結束が図れます。

・都市の緑の確保になりミヒートアイランドなどの都市環境問題

の緩和になります。

．みなさんで緑地協定を締結すると、期間内は地区内の土地の所

‘有者がかわっても、効力が次の所有者にも及ぶため、次世代の

ために緑豊かな街を守っていくことができます。
畠

・緑地協定地区の連携のために組織された「千葉市緑化推進協議

会」に加入すると、樹木診断や視察研修、講習会などに参加で

きます。
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|※｢都市緑地法｣ …都市における緑地を保全するとともに緑化を推進するこ！
|とにより､良好な都市環境の形成を図り､健康で文化的な都市生活の確保に寄’
1与することを目的として制定されました。 （平成'6年改称旧･都市緑地保全法） ！
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緑地協定では、

自分たちで約束事を決めることができます。

一一一一一

1統一のとれた生け垣をつくると……たとえば、

次のような

内容に

良好な環境や景観をつくるとともに街の防災機能の向上にも

つながり、快適で安全な街となります。

2花のきれいな木を植えると．…．．するよ……
■■■■■■■■■■■■■■■■

季節感を味わうことができ、花の時期は街が華やかになると

ともに、香りによる心のリフレッシュにつながります。

3 実のなる木を植えると……

収穫の喜びを感じられるとともに、小鳥を呼び寄せ、小鳥の

声で目覚めることができます。

4街の一角にシンボルツリーを植えると……

おらが街の顔となり、遠くからでもわかります。

5道路沿いに草花を植えると．…．．

街を訪れる人の心を和ませるとともに、街がきっと輝いて見

えます。
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